
［様式］

改善報告書

大学名称

　

京都橘大学

　　　　　　

（評価申請年度２００９年度）

１． 助言について

Ｎｏ． 種

　　

別 内

　　

容

１１ 基準項目 教育内容・方法

　

教育方法等

指摘事項 １年間に履修登録できる単位数の上限が、文学部

および現代ビジネス学部において、 １年次５０単
位、 ２・３年次５６単位、 ４年次６０単位と高いの

で、単位制度の趣旨に照らして、改善が望まれる。
評価当時の状況 指摘のとおり、 文学部と現代ビジネス学部で

は、 履修登録の上限を、 １年次５０単位、 ２・３

年次５６単位、 ４年次６０単位としていた。

評価後の改善状況 文学部・現代ビジネス学部では、２０１０年度入

学生から、 受講登録単位数の上限を全学年とも

４８単位とし、『履修の手引き』に明記した（２０１０

年度は訂正文により周知）。
改善状況を示す具体的な根拠・データ等

『２０１３年度履修の手引き

　

履修要項』（資料１）

　

「第３章 受講登録

　

ｎ

　

年間受講登録制限」

＜大学基準協会使用欄＞
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２ 基準項目 教育内容・方法

　

学位授与・課程修了の認定

指摘事項 文学研究科博士課程（修士課程）、文化政策学研究

科博士前期課程および看護学研究科修士課程に
おいて、修士論文または特定の課題についての研

究の成果の審査および試験に合格することを修

了の要件としているが、大学院学則に明示してい

ないので、 改善が望まれる。

評価当時の状況

　

大学院全研究科の修士課程・博士前期課程に
おいて、 修士論文または特定の課題についての

研究の成果の審査および試験に合格することを

修了の要件として、 大学院の 『履修の手引き』

には明示していたが、 大学院学則に規定してい

なかった。

評価後の改善状況 京都橋大学大学院学則を改定し、その第１３条

第２項に 「特定の課題についての研究の成果の

審査をもって学位論文の審査に代えることがで

き、当該審査および最終試験に合格した者には、
修士の学位を授与する」 と規定して、２０１１年４

月１日から施行している。

改善状況を示す具体的な根拠・データ等

京都橘大学大学院学則（資料２）

＜大学基準協会使用欄＞

検討所見
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３ 基準項目 教育内容・方法

　

学位授与・課程修了の認定

指摘事項 文学研究科博士後期課程および文化政策学研究

科博士後期課程において、課程の修了に必要な単

位を取得して退学した後、再入学などの手続きを

経ず学位論文を提出して、博士の学位を取得した

者について、 「課程博士」 として取り扱っている

ことは適切ではないので、課程制大学院の趣旨に

留意して円滑な学位授与を行うよう、改善が望ま

れる。

評価当時の状況 京都橋大学学位規程の別表第１において、「博

士課程に所定の年限在学し、 学則に定める所定

の単位を修得し、 かつ必要な研究指導を受けた

者で、 退学後３年未満の期間内に申請する者」

を第４条第３項に規定する 「課程博士」 として

取り扱っていた。

評価後の改善状況 京都橘大学学位規程の別表第１を改定（当該
事項を削除）し、２０１３ 年４月１日から施行して

いる。 この改定により、 課程修了時に博士の学

位を取得する者のみが 「課程博士」 であること

が規定された。
改善状況を示す具体的な根拠・デ」タ等

京都橘大学学位規程（資料３）

＜大学基準協会使用欄＞

検討所見
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４ 基準項目 教育内容・方法

　

学位授与・課程修了の認定

指摘事項 全研究科において、学位論文審査基準が学生に明
示されていないので、大学院履修要項等に明示す

ることが望まれる。

評価当時の状況 全研究科において、学位論文審査基準が学生
に明示されていなかった。

評価後の改善状況 ２０１０ 年度から『履修の手引き

　

大学院』 に、
各研究科の専攻・課程別に審査基準を明記して

いる。

改善状況を示す具体的な根拠・データ等

『２０１３年度 履修の手引き

　

大学院』（資料４）

＜大学基準協会使用欄＞
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５ 基準項目 学生の受け入れ

指摘事項 文学部日本語日本文学科においては、過去５年間

の入学定員に対する入学者数比率の平均が １．３４

と高いので、 改善が望まれる。

評価当時の状況 文学部日本語日本文学科において、 過去５年

間（２００４～２００８年度）の入学定員に対する入学者

数比率の平均が１．３４であった。

評価後の改善状況 文学部日本語日本文学科の ２００９～２０１３ 年度

５年間の入学定員に対する入学者数比率の平均

は １．２４ であり、 若干の改善状況を見せている

が、 まだ高い状況になっている。 また、２０１３年

度は１．４０であり、今後さらに改善の努力をして

し、く。

改善状況を示す具体的な根拠・データ等

文学部日本語日本文学科における過去５年間の入学定員に対する入学者数比率

の推移表 （資料５）

＜大学基準協会使用欄＞

検討所見
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６ 基準項目 学生の受け入れ

指摘事項 文化政策学研究科博士前期課程では、収容定員に
対する在籍学生数比率が０．３８と低いので、 改善

が望まれる。

評価当時の状況 ２００８年５月１日現在における文化政策学研究

科文化政策学専攻博士前期課程の収容定員に対
する在籍学生数比率が０．３８であった。

評価後の改善状況 ２０１２年度から文化政策学研究科文化政策学専

攻博士前期課程の魅力化を図るためにカリキュ
ラムを改定し、２０１３年度からは入学定員を改定

して、２０名から１０名に減じた。 しかしながら、
２０１３年５月１日現在、収容定員（３０名）に対する

在籍学生比率は０．２０である。
今後、 さらなる教学改革および学生募集活動

改善に向けて一層の取り組みを検討する。
改善状況を示す具体的な根拠・データ等

京都橘大学大学院学則

　

別表＝改定時の新旧対照表 （資料６）

京都橘大学大学院学則 第３条（収容定員）（資料２）
大学院文化政策学研究科博士前期課程の学生定員および在籍学生数（２０１３ 年５

月１日現在）（資料７）

＜大学基準協会使用欄＞

検討所見
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７ 基準項目 学生の受け入れ

指摘事項 編入学定員に対する在籍学生数比率は、文学部で

０．３０、 現代ビジネス学部で０．４０といずれも低い

ので、 改善が望まれる。

評価当時の状況 ２００８年５月１日現在において、 編入学の収容

定員に対する編入学生数比率が、 編入学定員を

設定している、文学部日本語日本文学科で０，３０、
現代ビジネス学部（２学科）で０．４０であった。

評価後の改善状況

　

２０１３年５月１日現在、 編入学の収容定員に対

する編入学生数比率は、 文学部日本語日本文学

科で０．６０、 現代ビジネス学部（２学科）で ０．５５

であり、 改善が進んでいる。

　

また現在、 大学の方向性を審議する基本政策

検討委員会では、 現代ビジネス学部に関する改

革課題を検討するなかで、 編入学定員の今後の

あり方についての議論も行われている。
改善状況を示す具体的な根拠・データ等

文学部・現代ビジネス学部編入学定員および在籍学生数（２０１３年５月１日現在）

（資料８）

＜大学基準協会使用欄＞

検討所見
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８ 基準項目 施設・設備

指摘事項 学生数増加が見込まれているにもかかわらず、施

設・設備の総合的なキャンパス整備計画が作成さ

れていないので、 改善が望まれる。
評価当時の状況 ２００８（平成２０）年度の学生数は２，７００名台であ

り、 新学部・新学科の年次進行の関係で、 その

後の学生数は３，０００名を超える見込みとなって

いた。 そのため、 将来計画を見通した総合的な

キャンパスの整備計画を作成し、 実行していく

ことが課題となっていた。

評価後の改善状況 ２００９ 年度に、２０２２ 年度を展望しつつ、２０１２

年度以降の改革を検討していた基本政策検討委
員会において、２０１６年度までのキャンパス計画

が策定された。 これは、２０１０年２月の全学教職

員懇談会に報告されている。 この計画により、
２０１２年３月までに教室棟２棟（明優館、優心館）

と中央体育館が完成した。
一方、 その後この計画は、 キャンパス拡張用

地および新設施設内容の見直しが必要になった

ため、２０１３年度中に変更予定である。

改善状況を示す具体的な根拠・データ等

キャンパス整備計画 （資料９）

＜大学基準協会使用欄＞

検討所見
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９ 基準項目 点検・評価

指摘事項 貴大学の自己点検・評価は、全学組織である「自

己点検・評価委員会」のみで行われており、各学

部・研究科ごとに自己点検・評価を行う組織が設

置されておらず、それぞれの学部構成員・研究科

構成員自身による「自己」 点検・評価が実施され

ていないので、学部・研究科が主体性をもって自

己点検・評価に取り組むための組織を設置して、
実行することが望まれる。

評価当時の状況

　

１９９３年度に、全学的な組織として「自己点検・

評価委員会規程」を整備し、この委員会を点検・

評価の実行機関に位置づけたが、 その後も学

部・研究科ごとの自己点検・評価委員会は設置
していなかった。

評価後の改善状況

　

２０１１年１月 １２日付で「京都橘大学自己点検・

評価委員会規程」 を改定し、 全学組織のもとに

各学部・研究科の自己点検・評価委員会の設置
を行った。 これに伴い、 学部・研究科の自己点

検・評価委員会規程も定めた。

　

２０１２年度には、 学部・研究科において、 大学

基準協会の点検・評価項目に沿って 「理念・目

的」「教育内容・方法・成果」 に関する点検・評

価（規程に定める年次報告書に相当）を試行的に
実施した。２０１３年３月に実施した全学教員懇談

会では、 その概要が各学部長より報告されてい

る。 これを受け、２０１３年度は、 全点検・評価項

目について全学的な自己点検・評価を行い、 ホ

」ムページで公表するとともに改善課題を抽出
することにしている。

改善状況を示す具体的な根拠・データ等

京都橘大学自己点検・評価委員会規程 （資料１０）

京都橘大学学部自己点検・評価委員会規程 （資料１１）

京都橘大学大学院研究科自己点検・評価委員会規程 （資料１２）

２０１２年度各学部・研究科自己点検・評価（試行版）（資料１３）

＜大学基準協会使用欄＞
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